
徳島県水素グリッド導入連絡協議会
燃料電池バス導入検討部会設置要領

（設置目的）

第１条 徳島県内への燃料電池バスの早期導入を実現させるため，燃料電池バスの導

入に向けた意見交換や課題検討等を行うことを目的として，徳島県水素グリッド導

入連絡協議会設置要綱第５条第１項の規定により，燃料電池バス導入検討部会（以

下，「検討部会」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 検討部会は，徳島県における次の事項について，意見交換や課題検討等を行

うものとする。

（１）燃料電池バスの導入に必要な体制整備に関すること

（２）燃料電池バスの運行体制に関すること

（３）その他燃料電池バスの導入実現に必要な事項に関すること

（構成）

第３条 検討部会は，部会長が指名した委員をもって構成する。

（部会長）

第４条 部会長は検討部会を総理し，検討部会を代表する。

２ 部会長に事故あるとき又は不在のときは，あらかじめその指名する委員が，その

職務を代理する。

（会議の開催）

第５条 検討部会の会議は，必要に応じて部会長が招集し，部会長が座長となる。

２ 部会長は，必要に応じて検討部会に委員以外の者の出席を求め，その意見を聴く

ことができる。

（事務局）

第６条 検討部会の事務局は、県民環境部環境首都課自然エネルギー推進室におく。

（雑則）

第７条 この要領に定めるほか，検討部会の運営に関し必要な事項は，部会長が別に

定める。

附則

この要綱は、平成２９年７月１０日から施行する。


